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派遣労働者の同一労働同一賃金
前回のヒューマン･プライム通信 268 号｢派遣労働者の同一労働同一賃金」Part ❶ では､2020 年

4 月より派遣会社に義務づけられる賃金決定方法の一つである【派遣先均等・均衡方式】の概要に

ついて記しました。第 2 回目となる今回は､【労使協定方式】の概要についてです。

●参考資料：「平成 30 年労働者派遣法改正の概要＜同一労働同一賃金＞」「同一労働同一賃金の法整備を踏まえた労働組合の

　　　　　　 取り組み～労働者派遣編～」（日本労働組合総連合会）

❶ 賃金 ❷ 退職手当

労使協定が適切な内容で定められていない場合や労使協定で定めた事項を遵守していない場合は､

【労使協定方式】は適用されず､【派遣先均等・均衡方式】が適用になります。その場合､派遣先から

賃金の情報提供を受ける必要がありますので､派遣先からの賃金の情報提供を受けることが難しい

派遣会社は労使協定を遵守することが重要になります。

Part ❷
■労使協定方式とは

■労使協定締結の賃金決定における主なポイント

同種の業務に従事する正社員の平
均的な賃金の額と同等以上の賃金
の額でなければなりません。

■具体的には︖
　⇒ 厚生労働省が毎年 6 月～ 7

月に公表する賃金構造基本統計調

査、もしくは職業安定業務統計の

「一般的な労働者の平均賃金額｣に

記載される同種の業務に従事する

正社員の賃金額に、職業安定業務

統計による「地域指数」を乗じた

額以上にしなければなりません。

以下❶～❸のいずれかを選択します。

❶ 厚生労働省が毎年 6 月～ 7 月に公表する

退職金調査結果の数字を踏まえて自社の

退職手当制度を作成する。

❷ 派遣労働者の時給に退職手当分６％(※１)

を上乗せして､その額以上の時給を支払う。
(※１) 厚生労働省が算出した､全国の一般の労働者に関し､賃金
に占める 1 月あたりの退職手当給付割合

❸ 中退共 ( 中小企業退職金共済制度 ) など

に加入する。

※現在､正社員への退職手当制度がない派遣

会社でも労使協定方式を採用した場合､上記

の選択肢のいずれかを採用しなければなり

ません。

❸ 通勤手当
以下のいずれかの方法で定めます。

❶ 実費を支払う 

❷ 派遣労働者の時給に 71 円 (※２)

を上乗せして､その額以上の時給を

支払う。
(※２) 厚生労働省が算出した､全国の一般の
労働者の平均的な交通費

※通勤手当は自宅から職場への交

通費の実費弁償という通勤手当の

性格を踏まえ､実費によって基本給

とは別枠で支払われることが望ま

しい。

派遣会社の過半数労働組合、

又は過半数代表者と使用者と

の間で､賃金等の待遇につい

て労使協定を書面で締結し､

その労使協定に基づいて賃金

を決定する方法です。

一定の要件を満たす労使協定による待遇

使用者過半数労働組合
or

過半数代表者
派遣労働者含む

派遣会社
派遣先 派 遣

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
https://humanprime.co.jp/190910-2/

